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大津湖南都市計画地区計画の変更案（草津市決定） 

 

都市計画草津駅西地区地区計画を次のように変更する。 

                        令和 年 月 日告示    

名称 草津駅西地区地区計画 

位置 
草津市西大路町の全部、西渋川一丁目の一部、野村一丁目の一部、野村二丁目の

一部、野村三丁目の一部、野村八丁目の一部 

面積 約５５．３ha 

区
域
の
整
備
・
開
発
お
よ
び
保
全
の
方
針 

地区計画の

目標 

本地区はＪＲ草津駅の西側に位置する地区であり、旧国鉄の処分対象用地、土

地利用転換の予想される大規模工場用地等が多数分布しており、土地の高度利用

および商業・業務、文化交流、都市型住居、公共施設等新たな都市的土地利用が

見込まれる進む地区である。 

そのため市街化を計画的にコントロールするとともに、公共的な空地の創出、

必要な地区施設の整備、都心地区にふさわしい景観、環境の創出を図り、良好な

まちづくりを図ることを本地区計画の目標とする。 

土地利用の

方針 

１ 駅周辺地区は草津駅の西側地域の都心核として位置付け、中心的な業務系、

文化・交流系商業、住居系土地利用を図るとともに都心核地区にふさわしいま

ちづくりを進める。 

２ 都市計画道路草津駅上笠線沿道は商業・業務系土地利用を進め、シンボル道

路にふさわしい沿道環境の形成を図る。 

３ 都市計画道路草津駅上笠線北側の大規模な工場用地地区については、商業、

スポーツ、文化、教育、住居等の都市的機能の集積する複合的な土地利用への

転換を図るとともに中心地区にふさわしいまちづくりを進める。 

４ 区域南側に位置する旧国鉄用地について地区は、新業務地および業務系土地

利用と合わせ、都市型住宅地としてまちづくりを進める。 

５ 区域西側地区は、既存住宅の住環境との調和を図りながら、公共施設を配置

する。 

５６ その他の地区については、計画的かつ良好な都市型住宅地として位置づけ

る。 

６７ 駅周辺については、草津市の玄関口として、ターミナル機能を中核として、

商業・業務機能を拡充し、土地の高度利用を図るとともに、都心にふさわしい

都市空間の形成と都市機能の強化を図る。 

地区施設の

整備方針 

良好な都市環境の創出を目指し、公園、緑地あるいは広場等の公共空地は、上

物の整備と一体的に確保するものとする。特に旧草津川沿いの緑地確保および大

規模開発に併せた公園、緑地あるいは広場の整備を進めるものとする。 

道路については、都市計画街路とのネットワーク形成を図り、また適正規模の

街区構成となるよう区画道路を配置するとともに歩行者通路も配置することに

よって利便性、快適性を図るものとする。 

建築物等の

整備方針 

駅前広場周辺および都市計画道路草津駅上笠線沿道街区については、中心業

務、文化・交流、商業、住居施設等の中高層の都市型施設の建設を誘導するとと

もに歩道と壁面後退による空地との一体的整備等による整備等を図るものとす

る。 

上記のゾーンを取り囲む都市型住居地区については中低層の共同住宅化を図

るとともに、良好な生活環境を創出し、快適なまちづくりを図るため区画道路に

沿った街並みの整備を進めるものとする。 

  

 ※２ページ以降に変更はありません。 

      削除 

追記 

資料４ 
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「区域、地区整備計画の区域は計画図表示のとおり」 

 

地
区
整
備
計
画 

地
区
の
区
分 

地区の名称 Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区 

地区の面積 約１．９ha 約２．１ha 約１．６ha. 

地
区
施
設
の
配
置
お
よ
び
規
模 

道路 

西大路１０号線 

 幅員６．０ｍ 約１８０ｍ 

西大路７号線 

 幅員８．０ｍ 約１１０ｍ 

西大路１号線 

 幅員８．０ｍ 約７０ｍ 

中央歩道 

 幅員２．０ｍ 約１７０ｍ 

― 

西渋川南３号線 

 幅員 ６．０ｍ 約１００ｍ 

西渋川南６号線 

 幅員 ９．０ｍ 約９０ｍ 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の

用途の制限 

 建築物の１階部分の用途は、店

舗、事務所、ホテル、劇場その他

これらに類するものとする。ただ

し、上階の住宅への出入口、階段、

エレベーターに供する部分、管理

人室等その他これらに類するも

のおよび駐車場、自動車車庫を一

部に充てる場合は、適用しない。 

 次に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、この地区計画の

決定の際に存する建築物の敷地については、この限りでない。 

(1) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）別表第二（に）項第二

号、第五号および第六号に掲げる建築物 

(2) 同表（へ）項第三号に掲げるナイトクラブその他これに類する政

令で定めるもの 

(3) 同表（へ）項第五号に掲げる建築物 

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年

法律第１２２号）第二条第四項および第五項に規定する「接待飲

食等営業」および「性風俗関連特殊営業」の用途に供するための

建築物 

(5) ダンスホール 

(6) 都市計画道路草津駅上笠線に面する建築物の地上１階部分の全

部を住宅の用途に供するもの。ただし、上階の住宅への出入口、

階段、エレベーターに供する部分、管理人室等その他これらに類

するものおよび駐車場、自動車車庫を一部に充てる場合を除く。 

壁面の 

位置の制限 

 建築物の１階部分の壁または

これに代わる柱の面から道路境

界線までの距離は下記のとおり

とする。 

(1)都市計画道路草津駅上笠線

に接する部分は３ｍ以上 

(2)市道西大路１０号線、市道

西大路７号線、市道西大路１

号線および市道大路野村線

に接する部分は２ｍ以上 

 次に示す道路に

隣接する建築物に

ついては、１階部分

の壁またはこれに

代わる柱の面から

道路境界線までの

距離を２ｍ以上と

する。 

・市道大路野村線 

次に示す道路に隣接する建築物については、１

階部分の壁またはこれに代わる柱の面から道路

境界線までの距離を１ｍ以上とする。 

・市道西渋川南３号線 

・市道西渋川南６号線 

建築物等の

高さの制限 
― ― 

建築物の高さは４５ｍ以下とする。 

形態・意匠の

制限 
― 

 建築物および敷地内に屋外広告物を設置または掲示する場合は、落ち

着いた色彩を基調とし、周辺の景観および敷地内の状況との調和を図る

ものとする。 

かきまたは

さくの構造

の制限 

― 

 道路に面するか

きまたはさくの高

さの最高限度は、

１．５ｍとする。 

 道路に面してかきまたはさくを設ける場合、次

の各号をすべて満たすものとする。 

(1)高さの最高限度は、１．５ｍとする。 

(2)構造は、生垣または透視性のあるフェンス

とする。ただし、道路面に花壇等の植栽帯を

設けたものについてはこの限りでない。 
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建築物等の用途の制限 

 

（１）別表第二（に）項第二号、第五号、第六号 

・第二号 工場（パン屋 豆腐屋 他 の食品製造業は除く） 

・第五号 自動車教習所 

・第六号 畜舎 

 

（２）ナイトクラブ 

 

（３）別表第二（へ）項第五号 

倉庫業を営む倉庫 

 

（４）風営法 

・第二条第四項に規定する「接待飲食等営業」 

キャバレー スナック  

喫茶店、バー（客席における照度を10 ルクス以下） 

 

・第二条第五項「性風俗関連特殊営業」 

ソープランド ファッションヘルス ストリップ劇場 ラブホテル 

アダルトビデオショップ デリバリーヘルス テレクラ 他  

 

（５）ダンスホール 
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上
記
①
～
⑥
の
各
区
域
に
お
い
て
、「

土
地
利
用
の
方
針
」

1～
6
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
ま
す
。
な
お
、
「
土
地
利
用
の
方
針
」

7
は
区
域
を
限
定
せ
ず
、
 

地
区
計
画
区
域
全
体
を
対
象
と
し
た
内
容
と
し
て
い
ま
す
。
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